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プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について 改正（案）                                          加筆     修正     削除 

現行 改正案 理由 

１－３ プロＡ契約・プロＢ契約 

①契約締結条件 

次のいずれかを満たすことをプロＡ契約およびプロＢ契約の締結条件とする。 

(1) 試合出場 

◆ Ｊ１   ：  ４５０分 
◆ Ｊ２   ：  ９００分 
◆ ＪＦＬ ：１，３５０分 

(2) プロＣ契約３年経過 

②対象となる試合 

(1) リーグ別対象試合 

◆ Ｊ１    ： リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯 
◆ Ｊ２    ： リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯 
◆ ＪＦＬ  ： リーグ戦、スーパーカップ、天皇杯 

※1 天皇杯の出場実績は、Ｊ１・Ｊ２・ＪＦＬに所属するクラブの第１種チームのメンバーとして出場し

た場合に限り、カウントする。 

※2 ＪＦＬに加盟している大学チームに所属する選手の出場実績は、上記いずれの大会においてもカウン

トしない。 

※3 特別指定選手が、上記のリーグ別対象試合にＪクラブの選手として出場した場合、プロＡ契約および

プロＢ契約締結条件の出場実績としてカウントする。 

(2) Ｊ１の対象試合と同様にカウントする試合および大会 

◆ 日本代表Ａマッチ（ＦＩＦＡが認定する代表チーム同士の試合） 
◆ オリンピックサッカー競技およびオリンピックサッカー競技アジア地区２次予選、最終予選 
◆ アジア競技大会 
◆ ＦＩＦＡワールドユース選手権大会本大会 
◆ ＡＦＣチャンピオンズリーグ 
◆ Ａ３チャンピオンズカップ 
◆ 上記以外にＦＩＦＡ、ＡＦＣが主催するチャンピオンクラブを出場対象とした大会 
※ 海外のプロリーグでの実績評価については別途定める。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

６．移籍金算出基準 

６－１ 移籍金の算出方法 

移籍金の金額は、当該選手の平均基本報酬額に年齢別係数を乗じた額とする。 

①平均基本報酬額 

平均基本報酬額は次の計算式により算出する。 

      平均基本報酬額＝（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）÷３  

②年齢別係数 

移籍先クラブ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ 

移籍元クラブ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ 

満１６歳以上 満２２歳未満 １０．０ ２．５ ９．０ ２．５ ９．０ 

満２２歳以上 満２５歳未満 ８．０ ２．０ ４．０ ２．０ ４．０ 

満２５歳以上 満２８歳未満 ６．０ １．５ ３．０ １．５ ３．０ 

満２８歳以上 満３０歳未満 ３．０ ０ １．５ ０ １．５ 

満３０歳以上 ０ ０ ０ ０ ０ 

※表中の年齢はＪＦＡが移籍を承認した日の年齢 

※年齢別係数が「０」となる年齢は、２００４年１２月１日より「満３０歳以上」へ変更となり、以後、３年間据え置いた後、２００７年度以降

の対応については別途決定する。 

※地域リーグ、都道府県リーグのクラブは、表中のＪＦＬに等しい扱いとする。 
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６．移籍金算出基準 

６－１ 移籍金の算出方法 

移籍金の金額は、当該選手の平均基本報酬額に年齢別係数を乗じた額とする。 

①平均基本報酬額 

平均基本報酬額は次の計算式により算出する。 

      平均基本報酬額＝（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）÷３  

②年齢別係数 

移籍先クラブ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ 

移籍元クラブ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ Ｊ１ Ｊ２ ＪＦＬ 
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満２８歳以上 満３０歳未満 ３．０ ０ １．５ ０ １．５ 

満３０歳以上 ０ ０ ０ ０ ０ 

※表中の年齢はＪＦＡが移籍を承認した日の年齢 （注：年度当初における移籍に関するＪＦＡの承認日は２月１日となる。） 

※年齢別係数が「０」となる年齢は、２００４年１２月１日より「満３０歳以上」へ変更となり、以後、３年間据え置いた後、２００７年度以降

の対応については別途決定する。 

※地域リーグ、都道府県リーグのクラブは、表中のＪＦＬに等しい扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ＦＩＦＡの大会名称変更に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 実情に合わせ、算出の基準となる日を明確化する。 

 

 

※ 試合出場時間は公式記録によるものとする。ただし、出場時間が１

分未満の場合（記録上は０分）は、１分としてカウントする。 

Ｘ：移籍元クラブにおける現在の基本報酬（年額） 

Ｙ：移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬（年額） 

Ｚ：移籍先クラブが申し出た次期の基本報酬（年額） 

※ 試合出場時間は公式記録によるものとする。ただし、出場時間が１

分未満の場合（記録上は０分）は、１分としてカウントする。 

Ｘ：移籍元クラブにおける現在の基本報酬（年額） 

Ｙ：移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬（年額） 

Ｚ：移籍先クラブが申し出た次期の基本報酬（年額） 


